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千 葉 県 警 察 、 千 葉 県 弁 護 士 会 及 び 財 団 法 人 千 葉 県 暴 力 団 追 放 県 民 会 議 （ 平 成 元 年 ６ 月 １ 日 に 財 団 法

人 千 葉 県 暴 力 団 追 放 県 民 会 議 と い う 名 称 で 設 立 さ れ た 法 人 を い う 。 以 下 「 県 民 会 議 」 と い う 。 ） （ 以

下 「 三 者 」 と い う 。 ） の 間 に 別 添 １ 「 民 事 介 入 暴 力 事 案 等 に 対 す る 連 携 に つ い て の 協 定 」 （ 以 下 「 協

定 」と い う 。）及 び 別 添 ２「 民 事 介 入 暴 力 事 案 等 に 対 す る 連 携 に つ い て の 協 定 の 了 解 事 項 」（ 以 下「 了

解 事 項 」と い う 。）を 定 め 、平 成 １ ０ 年 １ ０ 月 ２ １ 日 か ら 実 施 す る こ と と し た の で 、次 の 点 に 留 意 し 、

誤 り の な い よ う 運 用 さ れ た い 。  

記  

１  三 者 の 主 体 性 に つ い て  

（ １ ） 三 者 は 、 暴 力 団 等 の 違 法 若 し く は 不 当 な 行 為 に よ り 被 害 を 受 け た 者 又 は 受 け る お そ れ が あ る 者

か ら 相 談 等 を 受 け た 場 合 に 、 事 案 の 内 容 に 応 じ て 相 互 に 連 携 し 、 そ れ ぞ れ の 所 掌 及 び 責 務 の 範 囲

内 で 適 切 に 活 動 す る も の で あ る 。  

（ ２ ） 三 者 は 協 定 第 ３ 条 第 １ 号 の 千 葉 県 民 事 介 入 暴 力 対 策 協 議 会 （ 以 下 「 協 議 会 」 と い う 。 ） 及 び 同

条 第 ２ 号 の 事 案 処 理 連 携 チ ー ム （ 以 下 「 連 携 チ ー ム 」 と い う 。 ） の 検 討 状 況 を 踏 ま え 、 事 案 の 解

決 を 図 る た め 、 そ れ ぞ れ の 判 断 に よ り 適 切 に 活 動 す る も の で あ り 、 協 議 会 及 び 連 携 チ ー ム が 独 自

に 事 案 の 処 理 を 行 う も の で は な い 。  

２  対 象 事 案 に つ い て  

対 象 と す る 事 案 は 、 次 の と お り で あ る 。  

（ １ ） 暴 力 団 員 等 が 、 一 般 市 民 の 日 常 生 活 や 経 済 取 引 に 介 入 し 、 暴 力 団 の 威 力 を 示 し て 違 法 、 不 当 に

利 益 の 獲 得 を 図 る 民 事 介 入 暴 力 事 案 又 は 暴 力 団 、 総 会 屋 等 が 企 業 か ら 違 法 、 不 当 に 利 益 の 獲 得 を

図 る 企 業 対 象 暴 力 事 案 又 は 相 談 の 受 理 時 等 初 期 的 段 階 に お い て 、 暴 力 団 の 威 力 を 示 し て お こ な わ

れ る も の か ど う か 明 ら か で な い 事 案 で あ っ て も 、 そ の 可 能 性 が 高 い と 認 め ら れ る 事 案 （ 協 定 第 ２

条 第 １ 号 、 同 条 第 ２ 号 、 了 解 事 項 第 ２ の １ 、 同 第 ２ の ２ 、 同 第 ２ の ３ ）  

（ ２ ） 三 者 が 連 携 す る こ と に つ い て 合 意 し た 事 案 （ 協 定 第 ５ 条 第 １ 項 ）  

（ ３ ）事 案 の 被 害 者 、相 談 者 等 が 三 者 が 連 携 す る こ と に つ い て 同 意 し て い る 事 案（ 協 定 第 ５ 条 第 １ 項 ） 

３  連 携 組 織 の 構 成 員 に つ い て  

（ １ ） 協 議 会 の 警 察 構 成 員 は 、 別 表 の と お り と す る （ 協 定 第 ３ 条 第 １ 号 、 了 解 事 項 第 ４ の １ ） 。  

（ ２ ） 連 携 チ ー ム の 警 察 構 成 員 は 、 捜 査 第 四 課 課 長 補 佐 、 同 係 長 及 び 事 案 の 発 生 地 を 管 轄 す る 署 の 刑

事 課 長 （ 刑 事 第 二 課 長 及 び 刑 事 生 活 安 全 課 長 を 含 む 。 ） と す る （ 協 定 第 ３ 条 第 ２ 号 、 同 第 ５ 条 第

３ 項 ） 。  

（ ３ ） 警 察 の 事 務 局 を 捜 査 第 四 課 に 置 き 、 連 絡 責 任 者 は 、 捜 査 第 四 課 課 長 補 佐 と す る （ 了 解 事 項 第 ５

の １ (１ )） 。  

４  取 扱 事 案 の 報 告 及 び 連 携 チ ー ム の 編 成 に つ い て  

署 長 は 、 連 携 チ ー ム の 編 成 を 必 要 と 認 め る と き は 、 取 扱 事 案 に つ い て 別 記 様 式 に よ り 捜 査 第 四 課

長 に 報 告 す る 。 捜 査 第 四 課 長 は 前 記 の 報 告 を 受 け 、 そ の 必 要 性 を 検 討 の 上 、 必 要 が あ る と 認 め る 場

合 は 速 や か に 連 携 チ ー ム の 編 成 に 関 す る 必 要 な 手 続 を 取 る こ と と す る （ 協 定 第 ５ 条 第 ２ 項 、 了 解 事

項 第 ５ の １ （ １ ） ） 。  

５  連 携 チ ー ム の 活 動 に つ い て  

連 携 チ ー ム で の 検 討 事 項 は 、 次 の と お り で あ る 。  

（ １ ） 刑 事 、 民 事 及 び 行 政 の 手 続 及 び 手 法 が 他 の 手 続 に 及 ぼ す 影 響 の 有 無 、 内 容 等 に 関 す る こ と  

（ ２ ） 暴 力 団 等 に 係 る 刑 事 事 件 の 被 害 者 の 損 害 賠 償 請 求 訴 訟 に 関 す る 検 討  



ア  県 民 会 議 の 民 事 訴 訟 費 用 貸 付 金 の 支 給 に 関 す る 検 討  

イ  損 害 賠 償 請 求 訴 訟 の 提 起 に 関 す る 検 討  

ウ  警 察 官 の 証 人 出 廷 に 関 す る 検 討  

エ  被 害 者 に 対 す る 一 定 の 事 項 の 教 示 に 関 す る 検 討  

（ ３ ） 相 談 者 等 に 対 し 不 当 な 行 為 を し た 暴 力 団 等 に 対 す る 警 告 に 関 す る 検 討  

（ ４ ） 相 談 者 等 に 係 る 保 護 対 策 に 関 す る 検 討  

（ ５ ） 連 携 チ ー ム の 構 成 員 が 、 当 該 連 携 チ ー ム の 構 成 員 で あ る 旨 を 、 当 該 事 案 に 係 る 暴 力 団 等 に 告 げ

る こ と に 関 す る こ と （ 協 定 第 ５ 条 第 ５ 項 ）  

６  連 携 チ ー ム で 検 討 す る こ と と な っ た 事 案 の 捜 査 指 揮 に つ い て  

連 携 チ ー ム で 検 討 す る こ と と な っ た 事 案 の 捜 査 指 揮 は 、犯 罪 捜 査 規 範（ 以 下「 規 範 」と い う 。）、

犯 罪 捜 査 に 関 す る 規 程 （ 以 下 「 規 程 」 と い う 。 ） そ の 他 関 係 法 令 の 定 め に よ る 。 ま た 連 携 チ ー ム の

構 成 員 と な っ た 警 察 官 は 、 秘 密 の 保 持 、 取 扱 事 案 の 新 聞 報 道 そ の 他 事 案 の 取 扱 い に つ い て 、 連 携 チ

ー ム の 検 討 結 果 が 規 範 、 規 程 そ の 他 の 法 令 に 抵 触 す る 場 合 は 、 連 携 チ ー ム の 検 討 結 果 に 関 わ ら ず 、

規 範 、 規 程 そ の 他 の 定 め に 従 う も の と す る 。  

７  連 携 チ ー ム の 終 了 等 に つ い て  

（ １ ） 連 携 チ ー ム は 次 に 掲 げ る 場 合 に 終 了 す る も の と す る 。  

ア  個 別 事 案 処 理 が 終 了 し た 場 合  

イ  暴 力 団 の 威 力 を 示 し て 行 わ れ た 可 能 性 が 高 い と し て 検 討 し た 事 案 が 暴 力 団 の 関 与 の な い こ と

が 明 ら か に な っ た 場 合  

ウ  連 携 チ ー ム を 編 成 す る 弁 護 士 全 員 が 相 談 者 等 と の 信 頼 関 係 を 喪 失 し た 場 合  

エ  相 談 者 等 に 刑 事 処 罰 の 対 象 と な る 重 大 な 行 為 が あ っ た 場 合  

オ  三 者 の 立 場 に 矛 盾 が 生 じ る お そ れ が あ る 場 合  

カ  そ の 他 必 要 と 認 め ら れ る 場 合  

（ ２ ） 警 察 に お い て は 、 連 携 チ ー ム が 終 了 し た 場 合 に お い て も 、 事 案 終 結 ま で 犯 罪 捜 査 、 保 護 活 動 等

適 切 な 警 察 活 動 を 実 施 す る も の と す る （ 協 定 第 ６ 条 、 了 解 事 項 第 ６ の １ 、 同 第 ６ の ２ ） 。  

８  協 定 外 の 三 者 の 協 力 関 係 に つ い て  

こ の 協 定 は 三 者 の 協 力 関 係 を 限 定 す る も の で は な く 、協 定 に 基 づ か な い 事 案 に お け る 協 力 関 係 は 、

従 来 の と お り と す る 。  

 

以 下 別 表 等 省 略  


